
第８４号議案 

   加東市やしろ国際学習塾条例の一部を改正する条例制定の件 

 加東市やしろ国際学習塾条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和元年１２月２日提出 

加東市長 安 田 正 義  

加東市条例第  号 

   加東市やしろ国際学習塾条例の一部を改正する条例 

 加東市やしろ国際学習塾条例（平成１８年加東市条例第１４７号）の一部を次のように改

正する。 

 第３条第４号中「掲げるものの他」を「掲げるもののほか、」に改める。 

第４条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 多目的施設 

第８条第１項中「後納するこができる」を「後納することができる」に改める。 

第１５条中第２項を削り、同条第３項中「第１項」を「前項」に、「とあるのは」を「とあ

るのは、」に改め、同項を同条第２項とする。 

 第１６条を第１７条とし、第１５条の次に次の１条を加える。 

 （利用料金） 

第１６条 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、学習塾の利用に係る料金（以下

「利用料金」という。）を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長

の承認を得て定めるものとする。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用

者は、使用料に代えて利用料金を納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第

８条（見出しを含む。）から第１０条（見出しを含む。）まで並びに前条第１項第４号及び

第５号の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 



  やしろ国際学習塾使用料 

   基本使用料 

（単位：円） 

施設の名

称 

使用時間

使用区分 

午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

終日 備

考

午 前 ９

時 か ら

正 午 ま

で 

午 後 １

時 か ら

午 後 ５

時まで 

午 後 ６

時 か ら

午 後 １

０ 時 ま

で 

午 前 ９

時 か ら

午 後 ５

時まで 

午 後 １

時 か ら

午 後 １

０ 時 ま

で 

午 前 ９

時 か ら

午 後 １

０ 時 ま

で 

ホ

ー

ル 

ホ

ー

ル 

平日 ２０，３

７０

２６，４

８０

３６，６

６０

４５，８

３０

６２，１

２０

８１，４

８０

土・日曜日

休日 

２４，４

４０

３６，６

６０

４３，７

９０

６０，０

９０

７９，４

４０

１０１，

８５０

楽屋１ １，０１

０

１，８３

０

２，７５

０

２，７５

０

４，４８

０

５，０９

０

楽屋２ １，０１

０

１，８３

０

２，７５

０

２，７５

０

４，４８

０

５，０９

０

楽屋３ ６１０ １，１２

０

１，６２

０

１，６２

０

２，６４

０

３，０５

０

練習室 １，５２

０

２，７５

０

４，１７

０

４，２７

０

５，６０

０

６，１１

０

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

施

設 

大

会

議

室 

平日 １４，２

５０

２１，３

８０

３２，５

９０

３４，６

２０

５２，９

６０

６１，１

１０

土・日曜日

休日 

１８，３

３０

２７，５

００

４０，７

４０

４４，８

１０

６７，２

２０

７６，３

８０

中会議室 ７，０２

０

１０，５

９０

１５，８

８０

１７，５

１０

２５，９

７０

３０，５

５０

第１会議室 ７，３３

０

１１，０

００

１６，５

００

１８，２

３０

２６，９

９０

３０，５

５０

第２会議室 １，２２

０

１，８３

０

２，７５

０

２，９５

０

４，０７

０

５，０９

０

特別会議室 １０，１

８０

１６，２

９０

２４，４

４０

２５，４

６０

３９，７

２０

４０，７

４０



茶室 １日につき１５，２７０ 

多

目

的

施

設 

多

目

的

室 

多目的室

全体 

４，４８

０

５，７０

０

６，３０

０

９，１６

０

１１，４

００

１５，０

６０

多目的室

１ 

２，２４

０

２，８５

０

３，１５

０

４，５８

０

５，７０

０

７，５３

０

多目的室

２ 

２，２４

０

２，８５

０

３，１５

０

４，５８

０

５，７０

０

７，５３

０

備考 

 １ ホール及び大会議室の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、この

表の当該使用区分に係る使用料（以下「基本使用料」という。）に当該各号に定める率

を乗じて得た額とする。 

 (1) 使用者が、入場者から１，０００円未満の入場料金又はこれに類する金員を徴収

するとき １５０パーセント 

  (2) 使用者が、入場者から１，０００円以上の入場料金又はこれに類する金員を徴収

するとき ２００パーセント 

 (3) 使用者が、営業又は宣伝を目的として使用するとき ２００パーセント 

２ ホールの使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、基本使用料に当該

各号に定める率を乗じて得た額とする。 

(1) 練習のため使用するとき ５０パーセント 

(2) 準備のため使用するとき ５０パーセント 

３ 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、１時間を限度とし、超過

又は繰上げ分の使用料は基本使用料（上記１、２に該当するときは、それぞれに定め

る率を乗じて得た額）に３０パーセントを乗じて得た額とする。この場合において、

１時間未満の使用時間は１時間とみなす。 

４ 冷暖房を使用する場合は、基本使用料に３０パーセントを乗じて得た額を加算する。 

５ 使用料に１０円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。 

６ この表において、「平日」とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日を、「休日」とは、

国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の加東市やしろ国際学習塾条例の別表の規定は、この条例の施行

の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料に



ついては、なお従前の例による。 



   加東市やしろ国際学習塾条例の一部改正（要旨） 

１ 改正理由 

旧図書・情報センター部分を多目的室として使用すること、消費税率（消費税及び地方

消費税の合計税率をいう。）が引き上げられたことにより公の施設の使用料の額を見直す

こと及び指定管理者が収受する利用料金に関する事項を明確化することについて、所要の

改正を行うものである。 

２ 改正内容 

(1) 旧図書・情報センター部分を多目的室として使用する規定を加え、その使用料を定め

ること。（第４条及び別表関係） 

(2) 加東市やしろ国際学習塾の基本使用料の額を改めること。（別表関係） 

(3) 同時通訳室１及び同時通訳室２の使用料を削ること。（別表関係） 

(4) 指定管理者が利用料金を収入として収受する場合の取扱いを明確化すること。（第１

６条関係） 

(5) 所要の文言整理を行うこと。（第３条、第８条、第１５条及び別表関係） 

３ 施行期日  令和２年４月１日 

第８４号議案 要旨 



第８４号議案 新旧対照表 

新   旧   対   照   表 

現       行 改   正   案 

（業務） 

第３条 学習塾は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 前３号に掲げるものの他  必要な業務 

（施設） 

第４条 前条の業務を行うため、学習塾に次の施設を置く。 

(1)・(2) （略） 

(3) その他必要な施設 

（使用料） 

第８条 前条の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表に定める使用料を前納しな

ければならない。ただし、市長が特別に理由があると認める場合に限り、後納するこができる 。

２ （略） 

（指定管理者による管理） 

第１５条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３

項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）に行わせることができる。 

(1)～(7) (略) 

２ 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、第８条に規定する使用料を指定管理者の収入と

して収受させることができる。 

３ 指定管理者に第１項の業務を行わせる場合にあっては、第５条から第１０条まで、第１２条及び

第１３条の規定中「市長」とあるのは 「指定管理者」と読み替えるものとする。

（委任）

第１６条 （略）

別表（第８条関係） 

（業務） 

第３条 学習塾は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。 

 (1)～(3) （略） 

(4) 前３号に掲げるもののほか、必要な業務 

（施設） 

第４条 前条の業務を行うため、学習塾に次の施設を置く。 

(1)・(2) （略） 

(3) 多目的施設 

(4) その他必要な施設 

（使用料） 

第８条 前条の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表に定める使用料を前納しな

ければならない。ただし、市長が特別に理由があると認める場合に限り、後納することができる。

２ （略） 

（指定管理者による管理） 

第１５条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３

項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）に行わせることができる。 

(1)～(7) (略) 

２ 指定管理者に前項 の業務を行わせる場合にあっては、第５条から第１０条まで、第１２条及び

第１３条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

（利用料金） 

第１６条 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、学習塾の利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を

得て定めるものとする。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使

用料に代えて利用料金を納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第８条（見

出しを含む。）から第１０条（見出しを含む。）まで並びに前条第１項第４号及び第５号の規定中「使

用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第１７条 （略） 

別表（第８条関係） 



やしろ国際学習塾使用料 

基本使用料 

 （単位：円） 

施設の名称 使用時間

使用区分 

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 終日 備

考 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後５時

まで 

午後１時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後１０

時まで 

ホ

ー

ル 

ホール 平日 ２０，００

０

２６，００

０

３６，００

０

４５，００

０

６１，００

０

８０，００

０

土・日曜日

祝日 

２４，００

０

３６，００

０

４３，００

０

５９，００

０

７８，００

０

１００，０

００

楽屋１ １，０００ １，８００ ２，７００ ２，７００ ４，４００ ５，０００

楽屋２ １，０００ １，８００ ２，７００ ２，７００ ４，４００ ５，０００

楽屋３ ６００ １，１００ １，６００ １，６００ ２，６００ ３，０００

練習室 １，５００ ２，７００ ４，１００ ４，２００ ５，５００ ６，０００

同時通訳室１ １，８００ ２，７００ ４，０００ ４，４００ ６，２００ ７，５００

同時通訳室２ １，８００ ２，７００ ４，０００ ４，４００ ６，２００ ７，５００

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

施

設 

大会議

室 

平日 １４，００

０

２１，００

０

３２，００

０

３４，００

０

５２，００

０

６０，００

０

土・日曜日

祝日 

１８，００

０

２７，００

０

４０，００

０

４４，００

０

６６，００

０

７５，００

０

中会議室 ６，９００ １０，４０

０

１５，６０

０

１７，２０

０

２５，５０

０

３０，００

０

第１会議室 ７，２００ １０，８０

０

１６，２０

０

１７，９０

０

２６，５０

０

３０，００

０

第２会議室 １，２００ １，８００ ２，７００ ２，９００ ４，０００ ５，０００

特別会議室 １０，００

０

１６，００

０

２４，００

０

２５，００

０

３９，００

０

４０，００

０

茶室 一日につき１５，０００ 

やしろ国際学習塾使用料 

基本使用料 

 （単位：円） 

施設の名称 使用時間

使用区分 

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 終日 備

考

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後５時

まで 

午後１時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後１０

時まで 

ホ

ー

ル 

ホール 平日 ２０，３７

０

２６，４８

０

３６，６６

０

４５，８３

０

６２，１２

０

８１，４８

０

土・日曜日

休日 

２４，４４

０

３６，６６

０

４３，７９

０

６０，０９

０

７９，４４

０

１０１，８

５０

楽屋１ １，０１０ １，８３０ ２，７５０ ２，７５０ ４，４８０ ５，０９０

楽屋２ １，０１０ １，８３０ ２，７５０ ２，７５０ ４，４８０ ５，０９０

楽屋３ ６１０ １，１２０ １，６２０ １，６２０ ２，６４０ ３，０５０

練習室 １，５２０ ２，７５０ ４，１７０ ４，２７０ ５，６００ ６，１１０

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

施

設 

大会議

室 

平日 １４，２５

０

２１，３８

０

３２，５９

０

３４，６２

０

５２，９６

０

６１，１１

０

土・日曜日

休日 

１８，３３

０

２７，５０

０

４０，７４

０

４４，８１

０

６７，２２

０

７６，３８

０

中会議室 ７，０２０ １０，５９

０

１５，８８

０

１７，５１

０

２５，９７

０

３０，５５

０

第１会議室 ７，３３０ １１，００

０

１６，５０

０

１８，２３

０

２６，９９

０

３０，５５

０

第２会議室 １，２２０ １，８３０ ２，７５０ ２，９５０ ４，０７０ ５，０９０

特別会議室 １０，１８

０

１６，２９

０

２４，４４

０

２５，４６

０

３９，７２

０

４０，７４

０

茶室 １日につき１５，２７０ 



備考 

１ ホール及び大会議室の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、この表の当該

使用区分に係る使用料（以下「基本使用料」という。）に当該各号に定める率を乗じて得た額と

する。 

(1) 使用者が、入場者から１，０００円未満の入場料金又はこれに類する金員を徴収するとき

１５０パーセント 

(2) 使用者が、入場者から１，０００円以上の入場料金又はこれに類する金員を徴収するとき

２００パーセント 

(3) 使用者が、営業又は宣伝を目的として使用するとき ２００パーセント 

２ ホールの使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、基本使用料に当該各号に定

める率を乗じて得た額とする。 

(1) 練習のため使用するとき ５０パーセント 

(2) 準備のため使用するとき ５０パーセント 

３ 使用許可時間を超過し、又は繰上げて 使用するときは、１時間を限度とし、超過又は繰上

げ分の使用料は基本料使用料（上記１、２に該当するときは、それぞれに定める率を乗じて得

た額）に３０パーセントを乗じて得た額とする。この場合において、１時間未満の使用時間は

１時間とみなす。 

４ 冷暖房を使用する場合は、基本使用料に３０パーセントを乗じて得た額を加算する。 

５ この表において、「平日」とは土曜日、日曜日及び休日以外の日を、「休日」とは、国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日をいう。 

多

目

的

施

設

多目的

室 

多目的室全

体 

４，４８０ ５，７００ ６，３００ ９，１６０ １１，４０

０

１５，０６

０

多目的室１ ２，２４０ ２，８５０ ３，１５０ ４，５８０ ５，７００ ７，５３０

多目的室２ ２，２４０ ２，８５０ ３，１５０ ４，５８０ ５，７００ ７，５３０

備考 

１ ホール及び大会議室の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、この表の当該

使用区分に係る使用料（以下「基本使用料」という。）に当該各号に定める率を乗じて得た額と

する。 

(1) 使用者が、入場者から１，０００円未満の入場料金又はこれに類する金員を徴収するとき

１５０パーセント 

(2) 使用者が、入場者から１，０００円以上の入場料金又はこれに類する金員を徴収するとき

２００パーセント 

(3) 使用者が、営業又は宣伝を目的として使用するとき ２００パーセント 

２ ホールの使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、基本使用料に当該各号に定

める率を乗じて得た額とする。 

(1) 練習のため使用するとき ５０パーセント 

(2) 準備のため使用するとき ５０パーセント 

３ 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、１時間を限度とし、超過又は繰上

げ分の使用料は基本料使用料（上記１、２に該当するときは、それぞれに定める率を乗じて得

た額）に３０パーセントを乗じて得た額とする。この場合において、１時間未満の使用時間は

１時間とみなす。 

４ 冷暖房を使用する場合は、基本使用料に３０パーセントを乗じて得た額を加算する。 

５ 使用料に１０円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。 

６ この表において、「平日」とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日を、「休日」とは、国民の

祝日に関する法律              に規定する休日をいう。 



第８４号議案 説明資料 

   加東市やしろ国際学習塾規則の一部を改正する規則（案） 

 加東市やしろ国際学習塾規則（平成１８年加東市規則第１０４号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第２項中「１ヵ年」を「１箇年」に改める。 

 第１５条に次の１項を加える。 

２ 指定管理者に条例第１６条第１項の規定により、学習塾の利用に係る料金を指定管理者

の収入として収受させる場合にあっては、本則及び様式中「使用料」とあるのは、「利用料

金」と読み替えるものとする。 

 別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

附属設備使用料 

名称 単位 １回当たりの使

用料 

摘要 

分類 品目 

照明設備 Ａセット（サスペンションライト１３灯）１式 ８，１４０円 

Ｂセット（サスペンションライト２４灯）１式 １５，２７０円 

センターピンスポットライト ７００Ｗク

セノン 

１台 ２，５４０円 

サスペ

ンショ

ンライ

ト 

１０００Ｗハロゲン平凸 １台 １，０１０円 

１０００Ｗハロゲンフレネル １台 １，０１０円 

１０００Ｗカッター １台 １，０１０円 

ＬＥＤ照明器具 １式 １，０１０円 

音響設備 音響基本セット（ホール） １式 ８，１４０円 

移動型ステージスピーカー １台 １，５２０円 

壁掛スピーカー １台 ５００円 

はね返りスピーカー １台 １，０１０円 

ワイヤレスマイク １本 １，５２０円 

〃 （タイピン型） １本 １，５２０円 

ダイナミックマイク １本 １，５２０円 

コンデンサーマイク １本 ２，０３０円 

マイクスタンド（床上型） １本 ２００円 

〃 （ブーム型） １本 ５００円 



〃 （卓上型） １本 １００円 

カセットデッキ １台 ７１０円 

ＣＤ・ＭＤプレーヤー １台 ７１０円 

ＣＤ・コンパクトフラッシュカードレコー

ダー 

１台 ７１０円 

楽器 グランドピアノ（スタインウェイＤ２７４）１台 １２，２２０円 

〃 （ヤマハＣＦ３） １台 ６，１１０円 

映写設備 常設スクリーン １式 １，０１０円 

液晶プロジェクター １式 １，０１０円 

舞台設備 演台 １台 ５００円 

花台 １台 ３００円 

司会者台 １台 ４００円 

譜面台 １本 ５０円 

指揮台 １台 ３００円 

指揮者用譜面台 １本 ３００円 

増設舞台 １式 ５，０９０円 

前迫り １式 ２，０３０円 

後迫り １式 ２，０３０円 

椅子 １脚 ５０円 

机 １台 １００円 

平台 １台 ２００円 

ジョーゼット １式 ２，０３０円 

金屏風 １双 １，５２０円 

緋毛せん １枚 １００円 

大会議室

用設備 

音響基本セット（大会議室） １式 ５，０９０円 

中会議室

用設備 

音響基本セット（中会議室） １式 ５００円 

多目的室

用設備 

音響基本セット（多目的室） １式 ５００円 

グランドピアノ （ヤマハＣ３Ｘ） １台 ３，０５０円 

中継 ラジオ中継 １式 ５，０９０円 

テレビ中継 １式 １０，１８０円 

その他 シャワー室 １式 １，５２０円 



持込み電気器具用コンセント １ＫＷ ３００円 

(1) １回の使用料とは、午前（午前９時から正午まで）、午後（午後１時から午後５時ま

で）、夜間（午後６時から午後１０時まで）を各１回とし、終日（午前９時から午後１

０時まで）使用する場合は、３回として計算する。 

(2) ピアノ使用料には、調律料を含まない。 

(3) 持込み電気器具用コンセントを使用する場合の１ＫＷとは、持込み電気器具の定格消

費電力の１ＫＷをいい、その合計量に１ＫＷ未満の端数があるときは、これを切り上げ

る。 

(4) この料金表に規定していないものは、別に実費を徴収する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の加東市やしろ国際学習塾規則の別表の規定は、この規則の施行

の日以後に使用する附属設備の使用料について適用する。 


